
1 

 

＜訂正箇所＞  

 

第２０条 

 

【訂正前】 

（こどもの遊びにおける保護者の見守り及び指導） 

第２０条 保護者は、遊びが自己責任を伴うものであることを認識し、こどもに

遊び場の利用ルールを遵守させ、並びにこどもが安全に安心して遊ぶことがで

きるように見守り、及び指導するものとする。 

 

【訂正後】 

（こどもの遊びにおける保護者の責任ある見守り） 

第２０条 保護者は、遊びが自己責任を伴うものであることを認識し、こどもに

遊び場の利用ルールを遵守させ、並びにこどもが安全に安心して遊ぶことが

できるように責任をもって見守るものとする。 
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